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　葛飾区教育委員会では、本区の教育を取り巻く社会状況の変化や新たな課題に対応す
るため、令和６(2024)年度から令和10(2028)年度までを計画期間とする「かつしか教育
プラン(2024～2028)」（正式名称：葛飾区教育振興基本計画）を策定しました。
　計画の策定に当たっては、学識経験者や関係団体の代表から構成される「葛飾区教育
振興基本計画策定検討委員会」で８回にわたり検討を重ね、区議会や総合教育会議でご意
見をいただきながら、令和６年１月の教育委員会で決定いたしました。
　計画の名称は、区民の皆様にも親しみ、なじんでいただけるよう、これまでの計画の愛称「かつしか教育

プラン」を継承しています。

　葛飾区教育委員会は、本計画で定めた
３つの「基本方針」に基づき、施策を総合
的に推進し、各種団体と協働しながら、
葛飾区の教育の一層の振興、発展を実
現します。
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 子どもから大人まで全ての区民計画の対象

（1） 第153号 令和6年（2024年）1月31日発行かつしかのきょういく
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第１53号 （1）令和６年（2024年）１月31日発行 かつしかのきょういく

かがやく未来をつくる力をはぐくむ
～　共に学びあい 支えあうまち かつしか　～

「葛飾区教育大綱」及び「葛飾区教育委員会の教育目標」を基本に、「ＳＤＧｓの目標（ゴール）の達成を目指す教育」及び
「子どもたち一人一人を大切にした教育」を踏まえた、本計画を貫く理念を計画の目指す姿として、次のとおりまとめました。


